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新潟県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成26年11月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

新潟県規則第63号 

新潟県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則 

新潟県屋外広告物条例施行規則（平成８年新潟県規則第２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

別表第６の２（第９条関係） 

条例第14条第１項の許可の基準（禁止地域等に

おける広告物等の表示又は設置の許可基準） 

区  分 基     準 

条例第12条第１

号に掲げる広告

物等 

条例別表種類の欄に掲げる広

告物等で、別表第７の基準及

び次に掲げる基準に適合する

ものであること。 

(1) （略） 

(2) 条例第７条第３号の区域

で高速自動車国道又は上越

新幹線若しくは北陸新幹線

沿線に表示し、又は設置す

る広告物等にあっては、当

該広告物等の表示が当該高

速自動車国道又は上越新幹

線若しくは北陸新幹線の通

行者又は利用者に向けられ

たものではないこと。 

（略） 

  

別表第７（第９条関係） 

条例第14条第１項の許可の基準（許可地域等に

おける広告物等の表示又は設置の許可基準） 

種 類 区 分 基   準 

（略） 

野

立

広

告

板 

 

野

立

広

告

塔 

（略） 

(3) 前２号

に掲げる

もの以外

のもの 

表示面積 30平方メートル

（条例第８条第９

号の区域で高速自

動車国道又は上越

新幹線若しくは北

陸新幹線沿線にお

けるものにあって

は、50平方メート

ル）以内であるこ

と。 

（略） 

  広告物等

相互間の

距離 

条例第８条第９号

の区域（用途地域

及び家屋連たん区

域を除く｡)に広告

別表第６の２（第９条関係） 

条例第14条第１項の許可の基準（禁止地域等に

おける広告物等の表示又は設置の許可基準） 

区  分 基     準 

条例第12条第１

号に掲げる広告

物等 

条例別表種類の欄に掲げる広

告物等で、別表第７の基準及

び次に掲げる基準に適合する

ものであること。 

(1) （略） 

(2) 条例第７条第３号の区域

で高速自動車国道又は上越

新幹線沿線に表示し、又は

設置する広告物等にあって

は、当該広告物等の表示が

当該高速自動車国道又は上

越新幹線の通行者又は利用

者に向けられたものではな

いこと。 

 

（略） 

  

別表第７（第９条関係） 

条例第14条第１項の許可の基準（許可地域等に

おける広告物等の表示又は設置の許可基準） 

種 類 区 分 基   準 

（略） 

野

立

広

告

板

 

野

立

広

告

塔

（略） 

(3) 前２号

に掲げる

もの以外

のもの 

表示面積 30平方メートル

（条例第８条第９

号の区域で高速自

動車国道又は上越

新幹線沿線におけ

るものにあって

は、50平方メート

ル）以内であるこ

と。 

 

（略） 

  広告物等

相互間の

距離 

条例第８条第９号

の区域（用途地域

及び家屋連たん区

域を除く｡)に広告
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物等を表示し、又

は設置する場合に

あっては、次に掲

げる要件を満たす

こと。 

ア 高速自動車国

道又は上越新幹

線若しくは北陸

新幹線沿線にお

けるものにあっ

ては、300メー

トル以上である

こと。 

イ （略） 

  （略） 

（略） 

（略） 

物等を表示し、又

は設置する場合に

あっては、次に掲

げる要件を満たす

こと。 

ア 高速自動車国

道又は上越新幹

線沿線における

ものにあって

は、300メート

ル以上であるこ

と。 

 

イ （略） 

  （略） 

（略） 

（略） 

附 則 

この規則は、平成27年３月14日から施行する。 

 


